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届出に必要な書類と記載方法 

（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション） 

 

「みなし指定」の届出に係る提出書類は、以下のとおりです。 

 

 提出書類 説明 

１ 指定（許可）申請書 （第１号様式） 
・千葉県が定めた指定申請の共通様式です。この書類は介護保
険指定等事業の全事業の共通様式になります。 

２ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリ
テーション事業所の指定に係る記載事項 
（付表７） 

・事業所名称、住所等の必要事項を記載してください。 

・人員、設備等に関する基準に適合しているか確認するために
必要な事項を記載してください。 

３ 申請者（開設者）の登記事項証明書又は

条例等（法人以外の者が開設する病院・

診療所は除く） 

・介護保険に関する事業を実施する旨の記載のある履歴事項全
部証明書若しくは現在事項全部証明書。 

・条例については、公報の写し。 

４ 病院・診療所の使用許可証等の写し ・病院・診療所において行う場合添付してください。 

５ 

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 
（参考様式１） 
・資格証の写しを添付 
・経験看護師等の経歴書を添付 

・管理者及び従業者全員の毎日の勤務すべき時間数（４週間分） 
を記載してください。 

・職種の分類は、 次のとおりです。  

（管理者／医師／看護職員／経験看護師／理学療法士／ 

作業療法士／言語聴覚士／介護職員／その他） 

・従業者は、単位ごとにまとめて記載してください。  

・資格が必要な職種については、資格証の写しを添付してくださ
い。  

・診療所において実施する場合で、経験看護師等を配置する場
合は、経験看護師等の経歴書を添付してください。 

 

６ 
事業所の平面図 （参考様式２） 
・設備基準に係るものの写真を添付 

・ 事業所の平面図 （用途、面積を明示したＡ４判又はＡ３判のも
の）を添付してください。 

・ 設備基準に係るものの写真を添付してください。 

７ 
設備・備品等一覧表（参考様式３） 

・当該事業に係る設備について記載してください。 

・送迎を行う車の写真を添付してください。 

８ 

運営規程 

 
・ 次の内容について、 具体的かつわかりやすく定めてくださ

い。  
 
１ 事業の目的及び運営の方針 

２ 従業者の職種、員数及び職務内容 

３ 営業日及び営業時間 

４ 指定通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

の利用定員 



５ 指定通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

の内容及び利用料その他の費用の額 

６ 通常の事業の実施地域 

７ サービス利用に当たっての留意事項 

８ 非常災害対策 

９ 虐待の防止のための措置に関する事項 

10 その他運営に関する重要事項 

 
・営業日及び営業時間については、年間の休日を含めて定め
てください。  

・利用料その他の費用の額については、 料金表を添付するな
ど、具体的に定めてください。  

・通常の事業の実施地域については、市区町村単位を基本とし
ます。 

・施行日は指定日としてください。 
 

９ 

利用者からの苦情を処理するために講ずる
措置の概要（参考様式４） 

・次の事項について、具体的かつわかりやすく記載してください。 

１ 利用者等からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口 

（連絡先）・担当者の設置 

２ 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

３ その他参考事項 

１０ 誓約書（参考様式６） 
・法第70 条第2 項各号（又は法第115 条の2 第2 項各号）
に該当しないことを誓約する書面 

１１ 
 
 
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
書 （別紙２） 

・サービスを提供し、介護給付費の請求を行うためには、「介護給
付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出する必要があり
ます。 

・介護保険事業所番号の欄には、７桁の医療機関コードの前に
「１２１」をつけた１０桁の番号を記載してください。 

１２ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 
（居宅サービス・施設サービス） （別紙１） 

・通所リハビリテーションの加算に係る状況について記載してくだ
さい。 

１３ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 
（介護予防サービス） （別紙１－２） 

・介護予防通所リハビリテーションの加算に係る状況について記
載してください。 

１４ 

加算の要件を満たしていることを確認できる
書類 （添付書類等） 

・各種加算を算定する場合は、１１～１３の書類に加え、添付書類
が必要となる場合があります。詳細については県ホームページ
「加算等に関する届出について」をご確認ください。 

（ＵＲＬ：https://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/tetsuzuki/kaigo/ 

kaigokyuufu.html） 

※書類は特段の定めがない限り、 原則として日本産業規格Ａ４型とします。 

※届出の際は、「通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション事業所（みなし指定）の 

届出に係る提出書類一覧」を必ず添付してください。 


